
広報2023年 8月１日 2023年 8月 1日広報 1415

問問い合わせ先　☎　電話番号

税
金
・
保
険
・
年
金

「
国
民
健
康
保
険
税
」お
よ
び「
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」の
第

２
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎
内
線
３
７
１
7
〜
３
７
２
２

令
和
５
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
２
期
の
納
期
限
は
８
月
31

日（
木
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
8
7
6
）1
2
9
2

9
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
、開
催
日

時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
、初
め
て
の
人
を
優
先
。

受
付
期
間

８
月
21
日（
月
）ま
で

申
込
方
法

い
き
い
き
高
齢
支
援
課

に
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込
書

を
記
入
。

そ
の
他

各
教
室
、定
員
に
達
し
次

第
受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

※
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
、医
師
に

よ
る
診
療
情
報
提
供
書
の
提
出
や
参

加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ

Ｉ
Ｄ

【
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら
ぶ（
水

中
運
動
）】

期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所

Ｊ
Ｓ
Ｓ
浦
添
ス
イ
ミ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

【
生
き
い
き
体
操
教
室
】

期
間

３
か
月
間（
週
１
回
）

費
用

１
ク
ー
ル
２
４
０
０
円

場
所

メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ

Ｉ
Ｄ認

知
症
か
な
と
思
っ
た
ら
、認

知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
８
７
６
）１
２
９
２

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

を
ご
存
じ
で
す
か
？
市
で
は
認
知

症
専
門
医
、保
健
師
・
看
護
師
、社
会

福
祉
士
な
ど
の
専
門
チ
ー
ム
が
、認

知
症
を
疑
わ
れ
る
人
や
そ
の
家
族

に
早
期
に
関
わ
り
、健
康
状
態
の
確

認
や
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が

る
よ
う
早
期
診
断
・
早
期
対
応
に
向

▲詳しくはこ
ちら

け
た
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。支
援

期
間
は
お
お
む
ね
６
か
月
で
す
。

対
象

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
原

則
40
歳
以
上
の
人
で
、認
知
症
の
疑
い

が
あ
る
人
、ま
た
は
認
知
症
の
人
で
、

次
の
①
、②
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
医
療
サ
ー
ビ
ス
、介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
て
い
な
い
人
、ま
た
は
中
断

し
て
い
る
人

②
医
療
サ
ー
ビ
ス
、介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
て
い
る
が
、認
知
症
の
行

動
・
心
理
症
状
に
よ
り
対
応
に
苦
慮

し
て
い
る
人

相
談
窓
口

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
在
宅
支
援
係
、ま
た
は
お
住
ま
い

の
地
域
を
担
当
す
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▲詳しくはこ
ちら

重
度
心
身
障
害
者（
児
）へ
の
医

療
費
助
成

問
障
が
い
福
祉
課

☎
内
線
３
5
6
5

■
医
療
費
助
成
の
対
象
者

市
内
に
住
所
が
あ
る
人（
た
だ
し

他
市
町
村
か
ら
市
内
施
設
に
入
所

し
て
い
る
人
は
除
く
）、ま
た
は
本

市
か
ら
他
市
町
村
の
施
設
に
入
所

し
て
い
る
人
で
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
の
う
ち
左
記
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

・
療
育
手
帳
Ａ１
・
Ａ２

※
一
定
の
所
得
制
限
あ
り

助
成
金
の
受
給
方
法

①
自
動
償
還
払
い

県
内
の
協
力
医
療
機
関
で
、受
給

資
格
者
証
を
提
示
し
て
受
診
し
た

医
療
費
は
、市
役
所
窓
口
で
の
申
請

は
不
要
で
す
。

②
市
役
所
窓
口
で
の
申
請

領
収
書
は
診
療
月
の
翌
月
か
ら

１
年
以
内
の
も
の
が
有
効
で
す
。

自
動
償
還
に
対
応
し
て
い
な
い

医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合
や
、入

院
時
の
居
住
費
、訪
問
看
護
、は
り
、

き
ゅ
う
、あ
ん
ま
、整
骨
院
を
利
用

し
た
場
合
等
は
、市
役
所
窓
口
で
の

申
請
が
必
要
で
す
。

受
給
資
格
者
証
の
更
新

現
在
、受
給
中
の
人
に
は
、新
し

い
受
給
資
格
者
証（
そ
ら
色
）を
郵

送
し
て
い
ま
す
。ま
だ
届
い
て
い
な

い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▲詳しくはこ
ちら

牧
港
補
給
地
区
の
跡
地
利
用
計

画
説
明
会

問
跡
地
未
来
課

☎（
８
７
６
）1
2
0
9

牧
港
補
給
地
区
の
跡
地
利
用
計

画
に
つ
い
て
、市
民
を
対
象
と
し
た

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。事
前
申
し

込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

日
時

８
月
19
日（
土
）

①
午
後
1
時
〜

②
午
後
4
時
〜

場
所

浦
添
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー  

大
研
修
室

※
地
権
者
向
け
は
別
途
開
催

水
道
の
用
途
確
認

問
上
下
水
道
部
営
業
課

☎（
８
７
７
）4
8
6
9

水
道
料
金
の
単
価
等
は
、水
道
の

使
用
目
的（
用
途
）に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

家
事
用

主
に
家
庭
用
と
し
て
水

道
を
使
用
す
る
場
合

営
業
用

営
業
ま
た
は
営
業
に
付

随
す
る
用
途
で
水
道
を
使
用
す
る

場
合（
会
社
・
店
舗
・
畑
・
工
場
等
）

臨
時
用

工
事
等（
解
体
含
む
）、興

行
、売
店
等
短
期
間
臨
時
に
水
道
を

使
用
す
る
場
合

連
合
用

１
個
の
市
水
道
メ
ー

タ
ー
を
２
世
帯
以
上
で
使
用
す
る
場

合（
店
舗
等
は
含
ま
な
い
）。適
用
基

準
を
満
た
す
場
合
は
、申
請
に
よ
り

適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
用
途
は
、検
針
時
に
配
布
す
る

「
検
針
の
お
知
ら
せ
」に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。住
宅
の
改
築
、増
築
等

を
行
う
場
合
は
用
途
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。▲詳しくはこ

ちら

下
水
道
使
用
料
の
改
定

問
上
下
水
道
部  

経
営
企
画
室

☎  （
８
７
７
）４
８
６
９

下
水
道
の
使
用
者
の
皆
さ
ま
が

将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
下
水

道
を
お
使
い
い
た
だ
き
、独
立
採
算

に
よ
る
事
業
経
営
を
図
る
た
め
に
、

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
下
水
道

使
用
料
が
変
わ
り
ま
し
た
。令
和
５

年
４
月
１
日
よ
り
前
か
ら
継
続
し

こ
ど
も
医
療
費
の
貸
付
制
度

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎（
８
７
６
）1
2
8
0

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が

困
難
な
人
に
対
し
て
、支
払
金
を
貸

し
付
け
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。利
用

す
る
に
は
、貸
付
資
格
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
外
と
な
る
医
療
費

保
険
外
診
療
、入
院
時
食
事
療
養

費
、選
定
療
養
費
等
は
病
院
窓
口
で

支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
貸
付
制
度
実
施
医
療
機
関
等
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲詳しくはこ
ちら

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎（
８
７
６
）1
2
8
0

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
は
、資

格
確
認
の
た
め
に「
現
況
届
」の
提

出
が
必
要
で
す
。届
け
出
が
な
い
場

合
、11
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

届
け
出
は
原
則
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の

事
前
予
約
受
け
付
け
で
す
。
対
象

者
に
は
現
況
届
の
案
内
通
知
と
併

せ
て
二
次
元
コ
ー
ド
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
各
予
約
日
の
締
め
切
り

は
、２
日
前
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。当
日
受
け
付
け

も
で
き
ま
す
が
、待
ち
時
間
が
長
く

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

受
付
期
間

︻
市
役
所
９
階
︼

８
月
１
日（
火
）
～
18
日（
金
）
※
土

は
、受
給
資
格
者
証
の
申
請
が
必
要

で
す
。対
象
年
齢
の
こ
ど
も
が
世
帯

に
い
る
場
合
は
、こ
ど
も
家
庭
課
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
年
齢

０
歳
か
ら
中
学
校
修
了

前（
15
歳
の
誕
生
日
到
達
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
）

手
続
に
必
要
な
も
の

・
こ
ど
も
の
健
康
保
険
証

・
保
護
者
の
普
通
預
金
通
帳

※
詳
し
い
助
成
方
法
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲詳しくはこ
ちら

て
使
用
し
て
い
る
人
は
、令
和
５
年

６
月
検
針
分
以
降
の
請
求（
７
月
請

求
分
）か
ら
変
わ
り
ま
す
。ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲下水道使用料
の改定

子
育
て
・
教
育

こ
ど
も
医
療
費
助
成

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎（
８
７
６
）1
2
8
0

こ
ど
も
の
外
来
医
療
費
お
よ
び

入
院
医
療
費
助
成
を
受
け
る
場
合

日
・
祝
日
を
除
く

休
日
窓
口

８
月
20
日（
日
）

夜
間
受
け
付
け

９
階
で
の
受
付

期
間
中
の
火
・
木
曜
日
は
、午
後
７

時
30
分
ま
で
時
間
を
延
長
し
受
け

付
け
し
ま
す
。

た
だ
し
、夜
間
の
受
け
付
け
は
完

全
予
約
制
で
、当
日
の
受
け
付
け
は

あ
り
ま
せ
ん
。

︻
市
役
所
２
階
こ
ど
も
家
庭
課
︼

８
月
21
日（
月
）〜
31
日（
木
）※
土

日
・
祝
日
を
除
く

こ
ど
も
家
庭
課
窓
口
は
、当
日
受

け
付
け
の
み
で
、L
I
N
E
で
事
前

予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

▲児童扶養
手 当 受け
付け予 約
LINE

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状

況
届

問
こ
ど
も
家
庭
課

☎
内
線
3
6
1
4

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

は
、資
格
確
認
の
た
め
に「
所
得
状

況
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。こ
の

届
け
出
が
な
い
場
合
は
、８
月
分
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

受
付
期
間

８
月
10
日（
木
）
～
９

月
11
日（
月
）※
土
日
・
祝
日
を
除
く

休
日
受
付

８
月
20
日（
日
）

受
付
場
所

市
役
所
２
階
こ
ど
も

家
庭
課

受
付
時
間

午
前
９
時
～
11
時
、午

後
１
時
～
４
時

※
案
内
通
知
に
返
信
用
封
筒
が
同

封
さ
れ
て
い
る
人
は
、郵
送
で
の
届

け
出
が
可
能
で
す
。

※
令
和
５
年
度
の
所
得
申
告
が
済

ん
で
い
な
い
人
は
、現
況
届
提
出
前

に
所
得
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
来
庁
す
る
人
は
、混
雑
が
予
想
さ

れ
る
た
め
、時
間
に
ゆ
と
り
を
持
っ

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

税
更
正
に
伴
う
幼
児
教
育・保
育

無
償
化
の
新
規
申
請
受
け
付
け

問
こ
ど
も
未
来
課

☎（
8
7
6
）7
2
0
1

非
課
税
世
帯
か
つ
保
育
の
必
要

性
が
あ
る
お
子
さ
ん
の
保
育
料
無

償
化
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

対
象
者

次
の
対
象
施
設
・
事
業
を

利
用
す
る
０
～
２
歳
児
ク
ラ
ス
の

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
ど
も

対
象
施
設・事
業

〇
私
立
幼
稚
園

（
新
制
度
未
移
行
幼
稚
園
）〇
預
か

り
保
育
事
業（
私
立
幼
稚
園
・
認
定

こ
ど
も
園
）〇
認
可
外
保
育
施
設
〇

一
時
預
か
り
事
業
〇
病
児
保
育
事

業
〇
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業

受
付
期
間

8
月
25
日（
金
）ま
で

※
９
月
２
日
以
降
に
申
請
さ
れ
た

場
合
は
、原
則
申
請
日
か
ら
の
認
定

と
な
り
ま
す
。

※
必
要
書
類
は
、担
当
課
窓
口
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▲詳しくはこ
ちら

浦添市役所（代）☎（876)1234

職種、試験区分

※各職種および試験区分ごとに、年齢・
　資格等の要件があります。

浦添市職員採用
候補者選定試験
•一般行政職（上級・初級）8人程度
•消防職（上級・初級）若干名
•情報技術職（上級）若干名
•設備職（機械・電気)(上級）若干名
•社会福祉士職（上級）若干名
•保育士・保育教諭職（中級）若干名

第一次試験日

9月17日（日）
申し込み期間

候補者選定試験
•一般行政職（上級・初級）8人程度
•消防職（上級・初級）若干名
•情報技術職（上級）若干名
•設備職（機械・電気)(上級）若干名
•社会福祉士職（上級）若干名•社会福祉士職（上級）若干名•社会福祉士職（上級）若干名•社会福祉士職（上級）若干名
•保育士・保育教諭職（中級）若干名

9月17日（日）
申し込み期間

7月28日（金）～8月21日（月）

令和5年度

問職員課   ☎(876)1208

受験申込方法

インターネットでの申
し込みとなります。詳
しくは二次元コードか
らご確認ください。

　浦添市の未来を一緒につくろう♪




